
令和８年度新潟県指定管理鳥獣捕獲等事業（市町村連携事業） 

業務委託特記仕様書 

 

１ 業務目的 

イノシシ及びニホンジカの生息範囲の広域化に伴い、県と市町村及び隣接市町村同士が

連携することにより、一層効果的な捕獲を行う。 

 

２ 業務内容 

実施計画に定めるもののほか、以下により業務を行う。なお、業務を行うにあたり、県

と受託者は打合せ（業務開始、中間報告）を行う。詳細な打合せ時期については、県と協

議の上決定する。 

なお、捕獲従事者は、受託者の安全管理規定に従って捕獲を行いこととする。 

（１）対象鳥獣 

イノシシ及びニホンジカ 

（２）猟法 

イノシシ ：銃猟（巻狩りまたは忍び猟）及びわな猟とする。 

ニホンジカ：銃猟（巻狩りまたは忍び猟）とする。 

（３）規模 

イノシシ ：銃猟 140人日程度、わな猟 1,200基日程度 

ニホンジカ：銃猟 120人日程度 

（４）捕獲目標頭数 

イノシシ ：250頭 

ニホンジカ： 50頭 

捕獲目標頭数を達成した場合は、委託者と受託者が協議の上、捕獲目標頭数を上方修

正することにより、可能な限り多く捕獲するものとする。なお、捕獲目標頭数を達成で

きなかった場合は、必要に応じて契約額の減額を行う。 

（５）事業期間 

契約締結の日から令和９年３月 31日（水）まで 

（６）捕獲実施区域（案） 

【イノシシ・ニホンジカ】 11市町 

柏崎市 （令和７年度鳥獣保護区等位置図メッシュ番号「315」「318」「332」） 

上越市 （同図メッシュ番号「363」「379」「401」） 

妙高市 （同図メッシュ番号「425」「505」「539」） 

糸魚川市（同図メッシュ番号「422」「445」「446」） 

十日町市（同図メッシュ番号「367」「386」「387」） 

津南町 （同図メッシュ番号「457」「482」「506」） 

長岡市 （同図メッシュ番号「231」「247」「264」） 

五泉市、加茂市、三条市、田上町一円 

※ 詳細な実施場所は委託者と受託者が協議の上、決定する。 

 

 

 



（７）事前調査の実施について 

受託者は、実施場所の生息状況や環境等について、事前調査を実施する。 

（８）保険の加入 

受託者（捕獲従事者）は、当該業務の遂行にあたり、捕獲作業時や移動時における万

が一の事故発生に備え、十分な補償等を行えるよう損害保険契約に加入すること。 

（９）捕獲情報等の記録、提出 

受託者は、全従事者分をとりまとめて、１日分の作業日報及び捕獲調査票を作成し、

メールで報告する。 

（10）ＣＳＦ防疫措置 

実施時のＣＳＦ（豚熱）の発生状況に応じて、「CSF・ASF 対策としての野生イノシシ

の捕獲等に関する防疫措置の手引き（令和２年３月環境省・農林水産省）」を参考に、

必要な防疫措置を講じる。 

（11）実績確認 

本業務の実績確認は「指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業の実績確認に係るマニュア

ル（令和７年３月 28 日一部改正、環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室）」に

よる。なお、本マニュアルが改正された場合は、改正後のマニュアルにより実績確認を

行うこと。 

（12）令和８年度指定管理鳥獣捕獲等事業評価検討会への出席 

① 受託者は、県が開催する当該検討会に出席するとともに、下記６（１）①について

県が指定する日までに資料を作成提出し、説明する。なお、資料の提出は電子データ

によるものとする。 

② 検討会出席に係る旅費等については受託者の負担とする。 

 

３ 委託業務の経理 

① 本委託業務の経費は事業ごとに管理するものとし、事業間での流用は行わないこと。 

② 事業が完了したときは、事業ごとに成果報告書を提出すること。 

③ 受託者は、当該委託事業に関する書類及び帳簿を事業終了後５年間保存しておくこ

と。 

 

４ 従事者証 

受託者は捕獲に関する業務が完了した場合には、効力が失われた日から 30日以内に、従

事者証を返納する措置を講じること。また、受託者は事業が中止された場合又は契約が解

除された場合には、速やかに従事者証を返納する措置を講じること。 

 

５ 実包管理の状況 

① 受託者は、捕獲従事者に対し適切な実包管理について指導を徹底すること。 

② 受託者は、捕獲従事者の実包管理の状況について、都道府県公安委員会が発行する

譲受許可証又は猟友会が発行する無許可譲受票の記載内容と実際の実包を確認するな

ど、常に捕獲従事者ごとに数量等を把握すること。 

③ 受託者は、捕獲従事者ごとの実包の譲受予定数量について、鉛製銃弾・非鉛製銃弾

別に、捕獲等業務計画書に記載すること。 

④ 受託者は、捕獲従事者ごとの実包の使用状況等（譲受数量、使用実績数量、残数量、



残弾の取扱い（狩猟又は許可捕獲業務に転用、廃棄など））について、鉛製銃弾・非鉛

製銃弾別に、業務報告書に記載すること。 

⑤ 受託者は、捕獲従事者が指定管理鳥獣捕獲等事業に使用するため無許可譲受により

譲り受けた実包を転用する場合は、あらかじめ県の確認を受けること。 

⑥ 受託者は、捕獲に関する業務が完了又は契約が終了した場合には、速やかに無許可

譲受票を返納する措置を講じること。 

 

６ 成果報告書及び納品期限 

受託者は、実施計画に基づき、下記により成果物を県に納めるものとする。 

（１）業務完了報告書 

次の事項について記載した書類（１部）及び電子データ（一式） 

① 業務内容と実施状況 

② 総合評価（上記２(12)での意見等を踏まえたもの） 

（２）納品期限 

令和９年３月 31日（水） 

 

７ その他 

① 報告、提出、連絡等において、セキュリティ上、フリーメールの使用は認めない。 

② 本仕様書に疑義を生じた時又は本仕様書によりがたい事由が生じた時は、県と受託

者が協議し、措置を決定するものとする。 

③ 本業務で得られた成果の無断での転用を禁止する。 


